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20 歳になったら

国 民 金年

■問い合わせ　市民福祉課☎ 64・6018

　日本国内に住所がある 20 歳以上 60 歳未満の人は国民年金に加
入する義務があります。年金は、やがて訪れる長い老後や、生活の
安定を損なう〝万が一〟の事態に備えて、保険料を出し合い、お
互いを支え合う制度です。
　20 歳になったら、忘れずに国民年金に加入しましょう。
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加入の手続きは？

20 歳の誕生月の前月に、「国民年金被保険者
資格取得届」が送られてきます。必要事項に、

記入・押印のうえ、市民福祉課 2 番窓口（市役
所 1 階）に提出してください。

保険料はいくら？　支払う方法は？

国民年金保険料は、月額 16,340 円（平成 30
年度）です。
支払いは、現金払い（納付書）のほか、口座振替

で支払うこともできます。
口座振替は、現金払い（納付書）に比べて、前
納割引の割引率が高くお得です。

保険料の支払いが難しい場合は？

20 歳になり、所得が少なく保険料を納めるこ
とが困難な人は、納付猶予制度や学生納付特
例制度などの保険料免除制度を利用すること
ができます。手続きは、市民福祉課 2 番窓口か

最寄りの年金事務所で行ってください。
※学生納付特例制度の申請には、在学証明書の
　原本または学生証の両面の写し（在学予定期
　間が記載されているもの）が必要です。

特例・猶予期間の年金はどうなるの？

特例・猶予制度を受けた期間は、本来 10 年以
上必要である保険料支払い期間（受給資格期
間）に含まれますが、将来もらう年金額の計
算には含まれません。
その期間分の年金を将来もらうためには、追
納制度を利用して、後から保険料を支払うこ
とになります。

◆追納制度とは…
特例・猶予期間の保険料は、10 年以内であれば、
古い期間から順に納付できます。
追納する保険料額は、特例・猶予などの承認を
受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以
降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額
が上乗せされます。

加入しなかったり、保険料が未納になったりすると…？

ケガや病気などで障がいが残った場合、受給
できるはずの障害年金がもらえない、受給資
格期間が足りないため老後に年金がもらえな
いなどの問題が発生します。

20 歳になったときだけではなく、仕事をやめ
たときや、配偶者の扶養から外れたときなども、
忘れずに国民年金への加入手続きを行ってくだ
さい。

　固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産
（事業用資産）についても課税の対象となります。
　この償却資産の課税については、申告制度が
とられており、市内に償却資産を所有している
法人・個人は、毎年 1 月 1 日現在の資産の状況
等を、資産の多少にかかわらず、1 月 31 日まで
に申告しなければなりません。

　会社や個人で、工場や商店などを経営してい
たり、農業によって収入を得ていたりするなど、
事業を行っている人が、その事業のために用い
る資産（構築物・機械・器具・備品など）のうち、
法人税または所得税法の規定による所得の計算
上損金または必要な経費に参入できるものを指
します。

喫　茶
飲食業

テーブル、いす、陳列ケース、カウンター、レジスター、電子レンジ、冷凍機、製氷機、厨房用品、

テレビ、ジュークボックス、ステレオ、放送設備、クーラー、ストーブ、冷蔵庫、日よけ、看板、門、

塀、駐車場舗装路面、各種自動販売機など

理　容
美容業

理容いす、シャンプーいす、洗面設備、湯沸かし機、タオル蒸し器、研磨機、ドライヤー、美顔機、ヘアー

スチーマー、エアコン、鏡、テレビ、ステレオ、看板、レジスター、待合いす、テーブル、陳列ケー

ス、サインポールなど

農　業
育苗ハウス、施設園芸用ハウス、たい肥盤、乾燥機、もみすり機、育苗機、温室管理装置、野菜・

花
か き

卉収穫調整機具、アタッチメントなど

食肉・鮮魚
販売業

肉切機、切断機、ハムスライサー、ミートスライサー、ミンチ機、フライヤー、冷凍機、冷凍冷蔵庫、

ロースター、電子オゾン、動力設備、冷凍ケース、陳列ケース、電子はかり、調理台、レジスター、クー

ラー、看板など

申 告は義務 償 却資産とは？

■問い合わせ　税務課☎ 64・6004

主 な償却資産の例（主要な業種別）

※ただし、次の資産は固定資産税の償却資産の対象になりません。
　■土地・建物（固定資産税の「家屋」として課税されているもの）　
　■自動車など（自動車税・軽自動車税の対象となるもの）　
　■無形減価償却資産（漁業権、特許権など）
    ■使用可能期間が 1年未満の資産　　　 　
　■取得価格が 10万円未満の資産で、一時に損金算入されたもの（少額償却資産）
　■取得価格が 20万円未満の資産で、３年間で一括して均等償却されたもの（一括償却資産）

市では、償却資産制度の周知と申告の勧奨のため、事業を行っている法人・
個人に申告書を送付しています。
申告の必要がある場合は、申告書に同封の手引きなどを参考に、期日ま
でに申告書の提出をお願いします。
※不明な点は、税務課（課税グループ）まで問い合わせてください

償却資産（固定資産税）申告の適正化に取り組んでいます




